
２−５−４場所打ちぐい等の取扱い等について

1. 取扱い
横浜市建築構造設計指針 2003（以下「本指針」という。）における場所打ちコンクリート

ぐいの許容⽀持⼒について、本指針独⾃の算定⽅法（以下「本算定⽅法」という。）により
求めることができる。本算定⽅法を⽤いる際には、適⽤の範囲等を考慮して使⽤すること。

なお、本指針は建築物の構造設計のうえで参考となる指針であり、⾏政⼿続法に基づく審
査基準等に該当するものではない。

2. 削除部分
P222 18 ⾏⽬
なお、令第 38 条第３項に規定する建築物に該当する場合は、2−1−2「良好な地盤」に
よる。

3. 正誤表
No. ページ ⾏等 正 誤

１ 219 L8
表 2−5−4
⻑期許容応⼒度

表 2−5−5
⻑期許容圧縮応⼒度

２ 219 L15 表 2−5−5 表 2−5−6

３ 219 L16
表 2−5−4
⻑期許容応⼒度

表 2−5−5
⻑期許容圧縮応⼒度

４ 219 表 2-5-4 ⻑期許容応⼒度 ⻑期許容圧縮応⼒度
５ 219 表 2-5-4 短期許容応⼒度 短期許容圧縮応⼒度

6 220 図 2-5-1
拡底ぐいのくい形状は（財）⽇
本建築センターで評定をうけ
た形状とする

拡底くいのぐい形状は（財）⽇
本建築センターで評定をうけ
た形状とする

7 220 L15 d:くいの軸径(m) D:くいの軸径(m)


















